


 

 

まち歩きでは、長崎 1・2・3 丁目地区内の補助 172 号線沿道と西池袋 4 丁目の西池通り沿道を歩きました。まち歩きの視点に基づき、

補助 172 号線の整備によって残地（※1）の発生が想定される場所や、横断歩道の設置予定場所、私道の維持管理等に関する課題等を確認

しました。 

また、既に道路整備が完了している西池通りの一部を歩くことで、補助 172 号線整備後のイメージを持ちつつ、当地区でも起こり得る

問題等を確認しました。以下には、当日の様子と、まち歩き後の振り返りで挙がった意見の一部をご紹介します。 
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・緊急車両が通れない等の問題がある。 

・西池通りをみて、補助 172 号線と接していても私道の部分は広がら

ないなど、課題が多いと感じた。 

・長崎二丁目内には狭くて活用しにくい残地が多いと思う。 

★まち歩きの視点 

（視点１）私道に関する課題の確認 

（視点２）今後、まちのルールを検討する際に対象に

なりそうな事例の確認 

（視点３）補助 172 号線の整備に関わる課題の確認 

（視点４）西池通りの課題の確認 

 

・通学路は信号機が設置されると良い。 

・無信号２段階横断歩道とすることで事故が発生しないか心配である。 

・横断歩道を渡る際に段差があると歩きづらい。 

私道・残地についてのご意見 補助 172 号線の整備内容についてのご意見 

 

まち歩きの様子 
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※1 「残地」とは？ 

ここでいう残地とは、東京都が都市計画道

路の整備のために買収した土地の内、道路

区域外の土地のことを指しています。 

※2 「無信号２段階横断歩道」とは？ 

車道中央部に横断歩行者が待機できる交通

島を設置し、その前後で 2 回に分けて横断

する方式です 

 

補助 172 号線 道路整備計画(案)より 

←道路 

←歩道 

←歩道 

交通島 

※2 




